
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　化学組成が、質量％にて
Ｃ： 0.015～ ％、 Si： 1.2％以下、 Mn： 0.5～ 3.0％、
Ｐ： 0.020％以下、Ｓ： 0.030％以下、 sol.Al： 0.002～ 1.20％、
Si、 sol.Al、 Mnの含有量が下記式の関係を満たし、
Si＋ sol.Al＋ 0.4× Mn≦ 1.4％
残部が Feおよび不可避的不純物からなる、引張強度が 450MPa以上の鋼板に亜鉛めっきを施
した、抵抗溶接の際の耐表面割れ性に優れた高張力亜鉛めっき鋼板。
【請求項２】
　前記化学組成が、質量％で、さらに Cr： 0.01～ 1.0％を含有 、 Si＋ sol.Al
＋ 0.4(Mn+Cr)≦ 1.4%である請求項１記載の高張力亜鉛めっき鋼板。
【請求項３】
　前記化学組成が、質量％で、さらに Mo： 0.01～ 1.0％および／またはＢ： 0.0001～ 0.003
0％を含有する請求項１または２記載の高張力亜鉛めっき鋼板。
【請求項４】
　前記化学組成が、質量％で、さらに、 Ti： 0.003～ 0.15％、 Nb： 0.003～ 0.15％、Ｖ： 0.
15％以下の１種または２種以上を含有する、請求項１ないし３のいずれかに記載の抵抗溶
接の際の耐表面割れ性に優れた高張力亜鉛めっき鋼板。
【請求項５】
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【請求項６】
　

【請求項７】
　

【請求項８】
　

【請求項９】
　

化学組成を有する鋼を鋳造して鋳片とし、該鋳片
に熱間圧延を行い、次いで、得られた熱延鋼板に酸洗を施してから、 0.12～２°のクロス
角でペアクロス冷間圧延を行って冷間圧延鋼板とした後、 720℃以上に加熱してから、平
均冷却速度２℃ /s以上で 600℃以下まで冷却し、 380～ 600℃の間で 10秒以上保持し、その
後、溶融亜鉛めっきを施すことを特徴とする、抵抗溶接の際の耐表面割れ性に優れた高張
力溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法。
【請求項１０】
　溶融亜鉛めっきを施した後、さらに必要に応じて合金化処理を施す請求項９記載の抵抗
溶接の際の耐表面割れ性に優れた高張力溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法。
【請求項１１】
　

【請求項１２】
　

【請求項１３】
　

【請求項１４】
　請求項 ないし のいずれかに記載の化学組成を有する鋼を鋳造して鋳片とし、該鋳
片に熱間圧延を行い、次いで、得られた熱延鋼板に酸洗を施してから、 0.12～２°のクロ
ス角でペアクロス冷間圧延を行って冷間圧延鋼板とした後、 720℃以上に加熱してから、
平均冷却速度２℃ /s以上で 600℃以下まで冷却し、 380 ～ 600℃の間で 10秒以上保持し、一
旦冷却した後亜鉛を主体とした電気めっきを施すことを特徴とする、抵抗溶接の際の耐表
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化学組成が、質量％にて  
Ｃ： 0.015～ 0.25％、 Si： 0.7～ 1.2％、 Mn： 0.5～ 3.0％、
Ｐ： 0.020％以下、Ｓ： 0.030％以下、 sol.Al： 0.002～ 1.20％、
Si、 sol.Al、 Mnの含有量が下記式の関係を満たし、
Si＋ sol.Al＋ 0.4× Mn≦ 1.4％  
残部が Feおよび不可避的不純物からなる、引張強度が 450MPa以上の鋼板に亜鉛めっきを施
した、抵抗溶接の際の耐表面割れ性に優れた高張力亜鉛めっき鋼板。

前記化学組成が、質量％で、さらに Cr： 0.01～ 1.0％を含有するとともに、 Si＋ sol.Al
＋ 0.4(Mn+Cr)≦ 1.4%である請求項５記載の高張力亜鉛めっき鋼板。

前記化学組成が、質量％で、さらに Mo： 0.01～ 1.0％および／またはＢ： 0.0001～ 0.003
0％を含有する請求項５または６記載の高張力亜鉛めっき鋼板。

前記化学組成が、質量％で、さらに、 Ti： 0.003～ 0.15％、 Nb： 0.003～ 0.15％、Ｖ： 0.
15％以下の１種または２種以上を含有する、請求項５ないし７のいずれかに記載の抵抗溶
接の際の耐表面割れ性に優れた高張力亜鉛めっき鋼板。

質量％にて  
Ｃ： 0.015～ 0.25％、 Si： 1.2％以下、 Mn： 0.5～ 3.0％、
Ｐ： 0.020％以下、Ｓ： 0.030％以下、 sol.Al： 0.002～ 1.20％、
Si、 sol.Al、 Mnの含有量が下記式の関係を満たし、
　 Si＋ sol.Al＋ 0.4× Mn≦ 1.4％  
残部が Feおよび不可避的不純物からなる

前記化学組成が、質量％で、さらに Cr： 0.01～ 1.0％を含有するとともに、 Si＋ sol.Al
＋ 0.4(Mn+Cr)≦ 1.4%である請求項９または１０のいずれかに記載の高張力溶融亜鉛めっき
鋼板の製造方法。

前記化学組成が、質量％で、さらに Mo： 0.01～ 1.0％および／またはＢ： 0.0001～ 0.003
0％を含有する請求項９ないし１１のいずれかに記載の高張力溶融亜鉛めっき鋼板の製造
方法。

前記化学組成が、質量％で、さらに、 Ti： 0.003～ 0.15％、 Nb： 0.003～ 0.15％、Ｖ： 0.
15％以下の１種または２種以上を含有する、請求項９ないし１２のいずれかに記載の抵抗
溶接の際の耐表面割れ性に優れた高張力溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法。

９ １３



面割れ性に優れた高張力電気亜鉛めっき鋼板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、母材の引張強さ 450MPa以上を有し、且つ、抵抗溶接の際の耐表面割れ性に優れ
る亜鉛めっき鋼板とその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、自動車工業においては、燃費向上を目的とした車体軽量化や衝突安全性確保等のた
めに、引張強さ 450MPa以上の高張力鋼板の使用が増えつつある。このような高張力鋼板は
、耐食性確保のため溶融亜鉛めっき、合金化溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき等、めっき
成分に亜鉛を含む各種亜鉛めっきが施され使用される場合が多い。これらの各種亜鉛めっ
きは、以下において、単に「亜鉛めっき」と総称する。
【０００３】
鋼板を車体に適用する場合は、まず成形加工し、スポット溶接を代表例とする抵抗溶接を
用いて自動車車体に組み付けられる。  このスポット溶接による組み付けの際、母材強度 4
50MPa未満の亜鉛めっき鋼板では、チリが多発するような高電流域で溶接しても、割れが
発生するという問題は少なかった。しかし、亜鉛めっきを施した 450MPaを越える高張力鋼
板は、図１に断面で示すようにチリが多発するような条件で抵抗溶接すると、電極  (図示
せず ) と接触した表面 10に割れ 12が発生しやすくなるという問題がおきることが知られて
いる。図中、網かけ部分はナゲットを示す。このような表面割れはスポット溶接のみなら
ずシーム溶接などの抵抗溶接で発生しやすいことが報告されている。
【０００４】
表面割れの原因は、「 590MPa級合金化溶融亜鉛めっき鋼板のスポット溶接性」（自動車技
術会による学術講演前刷集 No.106-00 p.1-4)に報告されているように、液体金属脆性の一
種である亜鉛による脆化割れである。溶接の熱により溶融しためっき成分の亜鉛が鋼の粒
界に侵入し、粒界強度を低下させ、低応力で割れが生じる。この種の割れは入熱が大きい
ほど発生しやすく、電極による加圧が割れ発生を助長しているものと考えられている。
【０００５】
抵抗溶接の際の表面割れ低減方法については、「溶接・接合技術Ｑ＆Ａ 1000,p. 834-835 
」（産業技術サービスセンター）にシーム溶接を例として示されているように入熱低減や
引張の応力を緩和する方法が報告されている。しかしながら、鋼板の母材面から表面割れ
を改善する方法については開示されていない。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の課題は、引張強さ 450MPa以上の高張力鋼板に各種亜鉛めっきを行って得た高張力
亜鉛めっき鋼板に抵抗溶接を行う際にみられる表面割れの問題を解決する、抵抗溶接部の
耐表面割れ性に優れた抵抗溶接用高張力亜鉛めっき鋼板およびその製造方法を提供するこ
とである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、高張力鋼板のスポット溶接性の課題を解決するために鋭意研究した結果、
高電流での抵抗溶接により高張力亜鉛めっき鋼板に亜鉛割れが多発するのは、鋼板強度の
増加とともに溶接部の硬化が著しく残留応力が大きくなることも一因であるが、母材であ
る高張力鋼板の電気抵抗率の増加が大きな要因となっていることを見出した。
【０００８】
つまり、母材である高張力鋼板では強化のために様々な元素を添加するが、これにより高
張力鋼板の電気抵抗率が上がる。このため、電流が一定の場合でも高張力鋼板の方が軟鋼
に比べ大きなジュール熱が発生するため、高張力鋼板では、軟鋼に比べ低い電流値でも割
れが発生する。

10

20

30

40

50

(3) JP 3758515 B2 2006.3.22



【０００９】
そこで本発明者らは、高張力亜鉛めっき鋼板の母材である高張力鋼板の電気抵抗率に及ぼ
す化学組成の影響に着目し、化学組成の異なる各種高張力鋼板を用いスポット溶接部の割
れについて調査し、化学組成、電気抵抗率と表面割れ発生傾向の関係を調べた。
【００１０】
その結果、スポット溶接の表面割れは、母材の電気抵抗率との相関が大きく電気抵抗率を
下げることで割れ発生を低減させることができることが確認された。さらに、製造条件、
とくに冷間圧延時に圧延条件を制御し、表層の結晶粒の細粒化を図ることで、表面割れが
抑制でき得ることも確認された。
【００１１】
ところで、一般的な自動車用鋼板での電気抵抗率と化学成分の関係については、一例とし
て論文「高張力鋼板のスポット溶接性」  "住友金属 " Vol.33,No.4,p.109-120 に示される
ように Si＋ 0.25(Mn+Cr) と比例関係にあると報告されている。
【００１２】
しかしながら、本発明者らが、さらに広範囲の成分系について詳細に調べたところ、 Mn、
Crの電気抵抗への寄与は、式で示されている値より大きいことが判明した。加えて、従来
、 sol.Alは高張力鋼板の添加成分としてほとんど使用されることはなかったが、近年、残
留オーステナイト型鋼板を製造するために大量に添加される場合がある。 sol.Alは電気抵
抗率を著しく上げるため、現在の材料では Si＋ 0.25(Mn+Cr）は電気抵抗率の指標としても
不十分であることが判明した。
【００１３】
そこで、本発明者らがこの点についてさらに鋭意検討した結果、電気抵抗率は Si＋ sol.Al
＋ 0.4(Mn+Cr)と比例関係があるという結論に至った。すなわち、材料成分面からは、 Si＋
sol.Al＋ 0.4(Mn+Cr)を低い値に規定するのである。
【００１４】
かくして、本発明者らは、上述のように、上記式： Si＋ sol.Al＋ 0.4(Mn+Cr)の値を 1.4 ％
以下と低い値に抑え、かつ所望の強度を満足することにより、上述のような課題が達成で
きることを知り、本発明を完成した。
【００１５】
　かくして、本発明は 学組成が、質量％にて
　Ｃ： 0.015～ ％、 Si： 1.2％以下、 Mn： 0.5～ 3.0％、
　Ｐ： 0.020％以下、Ｓ： 0.030％以下、 sol.Al： 0.002～ 1.20％
　 Si、 sol.Al、 含有量が下記式の関係を満たし、
　 Si＋ sol.Al＋ 0.4× ≦ 1.4％
残部が Feおよび不可避的不純物からなる、引張強度が 450MPa以上の

　
　
　
　
　

　

【００１６】
前記化学組成は、質量％で、さらに Mo： 0.01～ 1.0 ％および／またはＢ： 0.0001～ 0.0030
％を単独または複合で含有するものであってもよい。
さらに、前記化学組成は、質量％で、 Ti： 0.003 ～ 0.15％、 Nb： 0.003 ～ 0.15％、Ｖ： 0.
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Mn
鋼板に亜鉛めっきを施

した、抵抗溶接の際の耐表面割れ性に優れた高張力亜鉛めっき鋼板である。
本発明はさらに別の面からは、化学組成が、質量％にて  
Ｃ： 0.015～ 0.25％、 Si： 0.7～ 1.2％、 Mn： 0.5～ 3.0％、
Ｐ： 0.020％以下、Ｓ： 0.030％以下、 sol.Al： 0.002～ 1.20％、  
Si、 sol.Al、 Mnの含有量が下記式の関係を満たし、
Si＋ sol.Al＋ 0.4× Mn≦ 1.4％  

残部が Feおよび不可避的不純物からなる、引張強度が 450MPa以上の鋼板に亜鉛めっきを施
した、抵抗溶接の際の耐表面割れ性に優れた高張力亜鉛めっき鋼板である。

ただし、 Crを添加する場合は Cr： 0.01～ 1.0％であり、その場合、上記式は下記の通り
である。
　 Si＋ sol.Al＋ 0.4(Mn+Cr)≦ 1.4%



15％以下の１種または２種以上を含有するものであってもよい。
【００１７】
別の面からは、本発明は、上述のような化学組成を有する鋼を鋳造して鋳片とし、この鋳
片に熱間圧延を行い熱延鋼板とし、得られた熱延鋼板に酸洗を施してから、 0.12～２°の
クロス角でペアクロス冷間圧延を行い冷間圧延鋼板とした後、 720 ℃以上に加熱してから
、平均冷却速度２℃ /s以上で 600 ℃以下まで冷却し、 380 ～ 600 ℃の間で 10秒以上保持し
、その後、冷却して溶融亜鉛めっきを施し、さらに必要に応じて合金化処理を施す、抵抗
溶接の際の耐表面割れ性に優れた高強度溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法である。
【００１８】
前述のように冷間圧延鋼板とした後、 720 ℃以上に加熱後、平均冷却速度２℃ /s以上で 60
0 ℃以下まで冷却し、 380 ～ 600 ℃の間で 10秒以上保持した鋼板に、上記溶融亜鉛めっき
に代えて、亜鉛を主体とした電気めっきを施してもよい。
【００１９】
【発明の実施の形態】
本発明においてめっき母材として用いる高張力鋼板の化学組成および製造条件について説
明する。なお、本明細書において、化学組成を示す「％」は、とくにことわりがない限り
、質量％である。
【００２０】
 (A)化学組成
Ｃは、析出強化および変態強化によって、鋼板に強度を付与するために必須の元素であっ
て、少なくとも 0.015 ％含有する。しかし、 0.25％を越えるときは、スポット溶接部の靭
性が劣化する。従って、Ｃ含有量は 0.015 ～ 0.25％と定めた。スポット溶接部の硬さは特
にＣの影響を大きく受けるため、硬さを下げ、割れに対する感受性を下げる立場から、好
適には 0.015 ～ 0.075 ％であることが望ましい。
【００２１】
Siは、フェライトに固溶することにより強化作用を持ち、またＣの未変態オーステナイト
への濃縮を助け、セメンタイトの析出を遅らせる作用を持つため、残留オーステナイト型
鋼板には必須の元素である。しかし、添加量が増大すると鋼板の表面性状を劣化させ、め
っきを困難にすると共に、母材の電気抵抗率を著しく上げる。このため Siの上限は 1.2 ％
と定めた。より好適には 0.2 ％以下が望ましい。
【００２２】
Mnは、Ｃとともにオーステナイト安定化元素であり鋼の焼入れ性を高めると共に、強度と
延性を付与するために必要であり、かかる効果を有効に得るためには、 0.5 ％以上の添加
を必要とする。しかし、 Mnの増加は電気抵抗率の増加につながるため 3.0 ％を上限とする
。
【００２３】
Ｐは、不純物元素として鋼中に含有されるが、スポット溶接部を著しく脆化させ、継手と
しての性能を大幅に低下させる。Ｐの有害な影響を排除するために、その上限を 0.020 ％
とする。好ましくは、Ｐ量は 0.015 ％以下がよい。
【００２４】
Ｓも、不純物元素として鋼中に含有され、 MnS 系の非金属介在物として鋼中に析出する。
また溶接部の割れ発生が著しくなり強度低下につながるため、本発明においては、かかる
有害な影響を排除するために、その上限を 0.030 ％とする。好ましくは、Ｓ量は 0.005 ％
以下がよい。
【００２５】
sol.Alは、脱酸のために 0.002 ％以上が含有され、これより少ないと、鋼板の表面性状を
損なう。また、 Siと同様にＣの未変態オーステナイトへの濃縮を助け、セメンタイトの析
出を遅らせる作用を持つため、残留オーステナイト型鋼板を作るために添加されることが
ある。しかし、添加量が増えると、アルミナ生成量が増え鋼板の表面品質を低下させるば
かりか、電気抵抗率も著しく増加するため最大値として 1.20％とする。好適には 0.1 ％以

10

20

30

40

50

(5) JP 3758515 B2 2006.3.22



下が望ましい。
【００２６】
Crは鋼の焼き入れ性を高める元素として有効であるが、電気抵抗を増大させ、さらにコス
トも増加させるため、添加する場合は、 Cr： 0.01～ 1.0 ％とする。
本発明のさらなる態様にあっては、鋼の焼入れ性を改善するために、 Mo:0.01 ～ 1.0 ％お
よび／またはＢ :0.0001 ～ 0.0030％を添加してもよい。
【００２７】
　 Moは、鋼の焼き入れ性を大きく高める元素として有効であるが、添加量を上げるとコス
トが大幅に増加し経済的でない。このため Moは 0.01～ 1.0 ％とする。
Ｂも少量で鋼の焼き入れ性を大幅に高める元素であり、鋼板を強化する作用が大きいが、
0.0030％を越えると効果が飽和する。このためＢは 0.0001～ 0.0030％とする。
【００２８】
さらに、本発明において、 Ti、 Nb、Ｖは固溶Ｃ、Ｎを炭化物、窒化物の形でとらえフェラ
イト中に析出し鋼板を強化する作用を持つため、必要により１種類もしくは２種類以上、
Ti、 Nbについてはそれぞれ 0.003 ％以上添加してもよいが、それぞれ 0.15％を越えると効
果が飽和してしまうため経済的でない。このため Ti： 0.003 ～ 0.15％、 Nb： 0.003 ～ 0.15
％、Ｖ： 0.15％以下とする。
【００２９】
これらの化学成分のうち、母材の電気抵抗率に大きな影響を及ぼしている Si、 sol.Al、 Mn
、 Crの含有量  (％ ) について、電極と鋼板が軽く溶着することもある 12000Aの高電流域ま
での抵抗溶接で表面割れを出さないためには、下記式 (1) を満たすようにする。ただし、
Crを積極的に添加したい場合は下記式 (2) とする。
【００３０】
Si＋ sol.Al＋ 0.4 × Mn≦ 1.4%　　　・・・・ (1)
Si＋ sol.Al＋ 0.4(Mn+Cr)≦ 1.4%　　・・・・ (2)
式 :Si ＋ sol.Al＋ 0.4(Mn+Cr)または Si＋ sol.Al＋ 0.4 × Mnの値は、低ければ低いほど良く
、好ましくは 1.0 ％以下、最適には 0.7 ％以下が望ましい。
【００３１】
本発明において母材である高張力鋼板の引張強度を 450MPa以上とするが、これは本発明に
かかる亜鉛めっき鋼板を自動車用に使用する場合にその軽量化を図るためである。好まし
くは 550MPa以上である。
【００３２】
ここに、本発明は抵抗溶接用高張力亜鉛めっき鋼板にかかるものであるが、このときの抵
抗溶接は代表的にはスポット溶接であるが、用途によってはそれだけに制限されない。ま
た、亜鉛めっきも代表例は溶融亜鉛めっき、合金化溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっきであ
るが、これに制限されず、まためっき種としても各種亜鉛合金も包含される。
【００３３】
次に、製造条件の限定理由について説明する。
冷間圧延は、通常の方法で製造した上記組成を有する熱延鋼板にまず、上下のワークロー
ルを水平方向にクロスさせて圧延するペアクロス圧延を施す。
【００３４】
本発明が対象とする抵抗溶接による耐表面割れ性に優れた高強度亜鉛めっき鋼板は、高張
力材ゆえ電気抵抗が高く通電時の発熱が多く、そのため亜鉛めっき中の亜鉛が溶融して、
表面割れを発生させる。この問題を解決するためには上記に述べたように化学組成を限定
するが、製造条件からはさらに母材表層部の結晶粒を細粒化するのである。母材表層部の
結晶粒を細粒化することで、粒界における表層からの溶融亜鉛の侵入深さが小さくなり、
表面割れを生じないのである。このように表層を細粒化するためにペアクロス圧延を行い
鋼板の表層へのひずみエネルギーを効果的に蓄積することで、再結晶核生成サイトが多く
なり表層が細粒の組織となる。クロス角が 0.12°未満では、表層の細粒化が十分に図れず
、また、２°超においては幅方向において十分な板厚精度が得られない。従って、冷間圧
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延時のペアクロス角は 0.12～２°とする。好ましくは 0.15～ 1.0 °である。
【００３５】
なお、ペアクロス圧延それ自体は本発明において特に制限されない。すべての冷間圧延を
ペアクロス圧延で行ってもあるいはその一部だけをペアクロス圧延で行ってもよい。十分
なひずみエネルギーが蓄積されればよい。
【００３６】
本発明の製造方法にあっては、冷間圧延後、連続焼鈍または連続溶融亜鉛めっきラインに
て焼鈍される。焼鈍は通常 Ac1  点以上である 720 ℃以上に加熱することで実施される。高
強度化のために変態硬質相を十分確保するには、焼鈍温度は 780 ℃以上が好ましく、さら
に好ましくは 820 ℃以上である。
【００３７】
焼鈍後、冷却速度２℃ /s以上で 600 ℃以下まで冷却後、 380 ～ 600 ℃の間で 10秒以上保持
する。冷却速度が２℃ /s未満では生産効率の劣化を招くとともに、変態硬質であるマルテ
ンサイトを得る場合、冷却過程でオーステナイトがパーライトやセメンタイトに分解して
しまうために所望の組織が得られなくなる。好ましくは８～ 120 ℃ /sである。また、より
安定して硬質相を得る場合は、冷却後 350 ～ 600 ℃の間で 10秒以上保持する。この保持で
オーステナイトがセメンタイトに分解することなく、Ｃなどオーステナイト安定化元素の
濃縮により安定化するのである。好ましい温度範囲は 400 ～ 600 ℃で、保持は 10～ 180 秒
、さらに好ましくは 450 ～ 600 ℃で 10～ 60秒である。
【００３８】
保持後はそのまま、あるいは溶融亜鉛めっきを施すか、またはさらに鉄－亜鉛の合金化処
理を施してから冷却すればよい。本発明において溶融亜鉛めっき、合金化溶融亜鉛めっき
は、例えば公知のものを行えばよく、特に制限されない。その後、表面あらさの調整や平
坦矯正のため 2.0 ％以下のスキンパスを施してもよい。
【００３９】
別法では、保持後そのまま冷却した鋼板については、電気めっきにて表面に亜鉛を主体と
するめっきを施してもよい。
またこれら亜鉛めっき鋼板の上にはさらに潤滑皮膜を形成させたり、塗油を施しても何ら
問題は生じない。
【００４０】
以上のような高張力鋼板は、それ自体で抵抗溶接での耐表面割れ性に優れたものであるが
、抵抗溶接の相手材として、引張強さ 450MPa以下の鋼板を用いることによって、抵抗溶接
部の耐亜鉛表面割れ性、つまり耐表面割れ性が一層高められる。即ち、過発熱の防止効果
と、相手材が柔らかいことによる点溶接部の引張残留応力の低減効果により、抵抗溶接部
の耐表面割れ性を一層高めることができるのである。
【００４１】
以下に、実施例を挙げて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれら実施例によ
り何ら限定されるものではない。
【００４２】
【実施例】
実施例１
本例では、 450MPa級以上の高張力材の抵抗溶接の際の耐表面割れ性を調べるため、表１に
示す化学成分を有する鋼を実験室にて溶製し、鍛造により厚さ 25mmのスラブとした。昇温
速度 10℃ /sで 1200℃まで加熱し 30分保持した後、 800 ～ 900 ℃にて厚さ 3.5mm まで熱間圧
延を行い、水スプレーにより 520 ℃まで冷却し、その後、 30℃ /hで冷却し巻取り相当処理
を行った。次にこれらの熱延鋼板を、機械研削にて板厚さ 3.2mm まで表面を研削し、その
後、板厚さ 3.2mm から 1.2mm まで冷間圧延し、冷間圧延鋼板を得た。
【００４３】
そして、合金化溶融亜鉛めっきを行う鋼板については、冷間圧延板を 10℃ /sの加熱速度で
800 ～ 840 ℃に加熱した後、４℃ /sの冷却速度で 480 ～ 520 ℃まで冷却し、その温度で 20
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s 保持した後、溶融亜鉛めっき槽に侵入させ、目付け量を両面ともに 50g/m2に制御した後
、 500 ℃で合金化処理を行い合金化溶融亜鉛めっき処理を行った。
【００４４】
また、電気 Zn－ Ni合金めっきを行う鋼板については、上記冷間圧延鋼板を 10℃ /sで 820 ～
840 ℃まで加熱した後、 60℃ /sで冷却し、 280 ～ 450 ℃の範囲まで冷却した後、 180s保持
して過時効処理を行ってから、 10℃ /sで室温まで冷却した。その後、めっき液にその鋼板
を侵入させ、電流を制御することで目付け量を両面とも 30g/m2にして電気 Zn－ Ni合金めっ
き処理を行った。これらのサンプル製造条件における加熱温度、冷却終点温度は、通常、
450MPa級以上の高張力鋼板として存在するあらゆる組織に制御しただけで、本発明の骨子
には影響を及ぼさない。
【００４５】
次に、得られた鋼板の引張特性を調査するために、 JIS ５号試験片を作成し、引張試験を
行い降伏応力、引張応力、全伸びについて調査した。
また、スポット溶接性は、幅 30mm、長さ 30mmの試験片を機械加工によって採取し、これら
の試験片を２枚重ねにし、中心部に１点スポット溶接を施して、評価した。
【００４６】
溶接条件を表２に示す。
すなわち、全ての材料でチリが発生する高電流条件で 20ヶスポット溶接試験片を作製し、
目視により表面の割れ発生の有無を調べ、割れ発生率として整理した。
【００４７】
また、スポット溶接継手の強度信頼性については、 JIS Z3144 に準拠した「たがね試験」
によりその破断形態を評価した。溶接部で破断した場合を×、母材側で破断した場合を○
とした。
【００４８】
結果は表３にまとめて示すが、これからも分かるように、実施例Ａ～Ｈは合金化溶融亜鉛
めっき鋼板であり、化学成分は本発明の範囲内であるため表面割れは発生しておらず継手
の信頼性も良好である。ＩおよびＪは電気 Zn－ Niめっきの場合であるがこれも本発明の範
囲内であるため割れは発生せず、継手の信頼性も高い。
【００４９】
Ｋ、Ｍ、Ｎは Si＋ sol.Al＋ 0.4(Mn+Cr)の値が本発明で規定する範囲を越えているため、表
面割れが発生している。
Ｌでは Si＋ sol.Al＋ 0.4(Mn+Cr)の値は満たしているものの、Ｃが本発明の範囲外であるた
め、たがね試験で溶接部が破断し、継手としての信頼性に欠ける。
【００５０】
Ｏ、Ｑ、Ｒは化学成分が本発明の範囲を大きく越えており、大きな表面割れが多発してい
る。このため、溶接部で破断するようになり継手の信頼性も低い。
Ｐは割れは発生していないがＰが本発明の範囲外であるため、溶接部が脆化し、溶接部で
破断し継手としての信頼性に欠ける。
【００５１】
従って、本発明の範囲を満足するめっき鋼板のみがスポット溶接により表面割れが発生せ
ず、継手としての信頼性も高い。
実施例２
表１のＢの化学組成を実際の製造ラインにて溶製し、連続鋳造によりスラブとした。その
後、熱間圧延を行い熱延鋼板とした。  その熱延鋼板を酸洗した後、０～２°のクロス角
でペアクロス冷間圧延を行い冷間圧延鋼板とした。冷間圧延板を 10℃ /sの加熱速度で 800 
～ 840 ℃に加熱した後、４℃ /sの冷却速度で 480 ～ 520 ℃まで冷却し、その温度で 20s 保
持した後、溶融亜鉛めっき槽に侵入させ、目付け両面 50g/m2に制御した後、 500 ℃で合金
化処理を行い合金化溶融亜鉛めっき処理を行った。
【００５２】
この亜鉛めっき鋼板に割れを発生させるため、実施例１より厳しい 13000 Ａの高電流条件
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でスポット溶接を行った。その他の条件は実施例１と同じであった。結果は表４に示す。
【００５３】
その結果、ペアクロス圧延のクロス角が０度では割れが発生したのに対し、ペアクロス圧
延の角度が 0.12度を越えると割れが発生しなくなった。この理由は、ペアクロス角度を与
えることにより、結晶粒がより微細化し、粒界への液体亜鉛の侵入深さが浅くなるためと
考えられる。
【００５４】
従って、本発明の範囲を満足する方法で製造しためっき鋼板は、厳しい条件でもスポット
溶接による割れが発生せずに、継手としての信頼性も高い。
実施例３
表１のＪの化学組成を実際の製造ラインを使って溶製し、連続鋳造によりスラブとした。
その後、熱間圧延を行い熱延鋼板とした。その熱延鋼板を酸洗した後、０～２°のクロス
角でペアクロス冷間圧延を行い冷間圧延鋼板とした。
【００５５】
冷間圧延板を 10℃ /sで 820 ～ 840 ℃まで加熱した後、 60℃ /sで冷却し、 380 ～ 450 ℃の範
囲まで冷却した後、その温度に 180s保持して過時効処理を行った後、 10℃ /sで室温まで冷
却した。その後、めっき液にその鋼板を侵入させ、電流を制御することで目付け量を両面
とも 30g/m2にして電気 Zn－ Ni合金めっき処理を行った。
【００５６】
スポット溶接の際に割れを発生させるため、実施例１より厳しい 13000 Ａの高電流条件で
溶接を行った。その他の条件は実施例１と同じであった。結果は表５に示す。
【００５７】
その結果、ペアクロス圧延のクロス角が０度では割れが発生したのに対し、ペアクロス圧
延の角度が 0.12度を越えると割れが発生しなくなった。従って、本発明範囲を満足する方
法で製造しためっき鋼板は、厳しい条件でもスポット溶接による割れが発生せずに、継手
としての信頼性も高い。
【００５８】
【表１】
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【００５９】
【表２】
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【００６０】
【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６１】
【表４】
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【００６２】
【表５】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６３】
【発明の効果】
以上説明した通り、本発明によれば抵抗溶接に際しての耐表面割れ性に優れた特徴を有す
る、母材の引張強さ 450MPa以上の高張力亜鉛めっき鋼板を提供することができ、自動車の
軽量化、安全性の向上に大きく寄与できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】スポット溶接部の割れの模式的説明図である。
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【 図 １ 】

(13) JP 3758515 B2 2006.3.22



フロントページの続き

    審査官  佐藤　陽一

(56)参考文献  特開平１１－０６１２６９（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－１９３４１９（ＪＰ，Ａ）
              特開平０４－１７３９４５（ＪＰ，Ａ）
              特開平０５－１０６００７（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              C22C 38/00-38/60
              C21D  9/46- 9/48

(14) JP 3758515 B2 2006.3.22


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

